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1経済同友会 組織概要（その１）

正式名称： 公益社団法人 経済同友会

沿 革： １９４６年４月３０日 設立
１９５３年９月 ４日 社団法人化
２０１０年４月 １日 公益社団法人化

法的根拠： 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律／
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

活動範囲： 全国

主務官庁： 内閣府



2経済同友会 組織概要（その２）

会 員 数：１６６９名（うち女性１９２名；１１.５％）

平均年齢： ６１.１歳（２０２４年１１月現在）

役員体制： 代表幹事 【代表理事】 １名
筆頭副代表幹事【代表理事】 １名
副代表幹事 【業務執行理事】 １５名
事務局長 【代表理事】 １名
常務理事 【業務執行理事】 ３名
監査役 【監事】 ５名

年間予算：１３.９９億円（２０２４年度）

公益目的事業比率：６４.４％（２０２３年度）



3経済同友会 組織概要（その３）

定款第３条（目的）
本会は、経済人が個人としての自由で責任ある立場から、
わが国の社会と経済の進歩と安定、並びに世界経済の
調和ある発展に寄与することを目的とする。
また、この目的遂行の基礎となる志の共有とその醸成を
図るため会員相互の啓発に資する事業も併せて行う。

事業分類：公１：持続可能な社会の構築に関する政策立案・実現事業
公２：持続可能な社会の構築に関する国内外での交流事業
他１：会員相互啓発事業

２０１０年度～ 公１、公２、公３、他１、他２、計５事業を実施
２０２３年度～ 公１、公２、 他１、 計３事業を実施
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